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１ 庁内連絡会議の取組み 
（１）不正軽油による悪質な脱税の発生と、不正軽油の製造によって発生し

た硫酸ピッチの県内各所への不法投棄の発生等、社会問題が発生しました。 
これに対処するため、平成１６年９月１日、県庁内８部局２４課の実務

担当者による庁内連絡会議を設置しました。 
（２）構成各課は、各所管事務に基づき、不正軽油の製造、流通の防止に取

組みました。代表的な取組みは次のとおりです。 
ア 硫酸等の製造業者・運搬業者に対して不正軽油製造者等への原料供給

の自粛の要請、及び情報提供の依頼。 
イ 県、市町村消防、地元警察署等と連携した調査の実施。 

 ウ 県公共建設工事現場内でのＪＩＳ規格軽油使用推進等。 

 
２ 取組みの成果等について 
（１）不正軽油対策のため，庁内関係部局が協力して取組んだ結果，不正軽

油製造所の減少，硫酸ピッチの不法投棄の減少及び不正軽油の使用車輌の

減少といった数値に表れる取組効果が明らかとなりました。 

（２）関係各課が協力して事案に対応することの意義は大きいものがありま

す。 

また，不正軽油の根絶には，まだ多くの時間と取組みを必要としている

ことから，今後とも関係各課と情報交換や相互協力を行い，不正軽油製造

施設等への監視指導を行って行きます。 

 

不正軽油は，“脱税問題”だけでなく，“硫酸ピッチ”の不法投棄等が，住民

に直接健康被害を及ぼす危険を発生させる等，その影響が広範囲にわたり，極

めて深刻な社会問題となったことから，県庁内の８部局２４課が協力して，「不

正軽油撲滅のための庁内連絡会議（以下，「庁内連絡会議」という）」を設置し，

不正軽油撲滅のための取組みを行ってきました。 

これらの取組状況を報告するとともに，さらなる協力をお願いします。 



 
 

不正軽油撲滅のための庁内連絡会議構成所属 
 

部局 課      名 

税 務 課 （ 軽 油 引 取 税 室 ） 
市 町 村 課 （ふさのくに振興室） 総 務 部 
消防地震防災課 （ 消 防 室 ） 

健康福祉部 薬 務 課 （薬事審査指導室） 
大 気 保 全 課 （自動車公害対策室） 

環境生活部 
産 業 廃 棄 物 課 （ 監 視 指 導 室 ） 
経 済 政 策 課 （ 政 策 室 ） 

商工労働部 
保 安 課 （ 資 源 対 策 室 ） 
農 地 課 （ 農 地 対 策 室 ） 
耕 地 課 （ 水 利 ･ 設 計 室 ） 
林 務 課 （ 林 地 対 策 室 ） 

農林水産部 

水 産 局 漁 港 課 （ 漁 港 整 備 室 ） 
県土整備政策課 （ 政 策 室 ） 
都 市 計 画 課 （ 開 発 審 査 室 ） 
技 術 管 理 課 （ 企 画 調 整 室 ） 
建設・不動産業課 （ 建 設 業 ･ 契 約 室 ） 
道 路 計 画 課 （ 国 道 県 道 室 ） 
道 路 環 境 課 （ 企 画 調 整 室 ） 
河 川 計 画 課 （ 企 画 調 整 室 ） 
河 川 環 境 課 （ 河 川 環 境 室 ） 
建 築 指 導 課 （ 建 築 企 画 室 ） 

県土整備部 

港 湾 課 （ 企 画 調 整 室 ） 
水 道 局 技 術 部 計 画 課 （ 施 設 計 画 室 ） 
企 業 庁 管 理 部 財 務 課 （ 経 営 管 理 室 ） 



不正軽油撲滅のための取組報告 （概要版） 
 

平成１８年４月１３日 

千葉県不正軽油撲滅のための庁内連絡会議 
 

不正軽油は，“脱税問題”だけでなく，“硫酸ピッチ”の不法投棄等，住民に直接健康被害を及ぼす危険を発

生させる等，その影響が広範囲にわたり，極めて深刻な社会問題となった。 

このため，県庁内の８部局庁２４課は協力して，「不正軽油撲滅のための庁内連絡会議（以下，「庁内連絡

会議」という）」を設置し，不正軽油撲滅のための取り組みを行ってきた。 

ここに庁内連絡会議の取組状況を報告するとともに，さらなる協力を訴えるものである。 
 

１ 不正軽油の３つの悪質性 

（１）不正軽油製造の悪質性・・知事の承認を

受けない密造行為，脱税行為，廃棄物の不

法投棄等が発生し，不正軽油の製造行為自

体が社会問題を引き起こしている。 

（２）不正軽油の流通の悪質性・・不正軽油の

使用等により，正常な商行為の圧迫や阻害

といった問題を引き起している。 

（３）不正軽油の燃料としての悪質性・・千葉

県ディーゼル条例に違反する大気汚染の 

 

図１ 純正軽油と不正軽油の販売先別利益構造模式図  （単位：円） 
 

 
販売 

価格 
仕入価格 軽油税 利益

店頭販売軽油 102.5 60.4 32.1 10 
     

大口需要家向け販売軽油 97 54.9 32.1 10 
     

不正軽油の販売価格 90 42.9 32.1 15
     

不正軽油の実際の価格構造 90 75 15
 

 
 

[不正軽油本体価格

75 円 ] 
 

不正軽油の製造者のコスト 65 10

 
(原料油価格) (製造経費等)

 

原因となる燃料であり，その性状から，車輌故障（障害）を引き起こしている。 

２ 千葉県の現状と課題（本県の地域性等について） 

本県は，消費地に近く，原材料の調達や工場用地取得が比較的容易で，道路網の整備により広範

囲への運搬が容易に行える等の条件があったため，県内で製造された不正軽油が，広く関東近県に

運ばれる状況が発生した。 

また，硫酸ピッチの不法投棄が発生し，これらの取り締まりが課題となった。 

３ 不正軽油撲滅のためのこれまでの取組み（図２参照） 

県は，県税事務所や県民セ

ンターが共同し，消防本部や

警察署と協力して不正軽油製

造所に対し，知事の承認を受

けない軽油の製造の中止を指

導し，操業を停止させた。 

また，特に悪質な業者に対

し，国税犯則取締法の規定を

準用して犯則調査を実施し，

告発を行った。 

図２ 

・各種情報の共有
（各種制度、県内及び県外動向等）
・犯則取締り，調査指導等

軽油担当
県税事務所

共同調査の実施
県税職員の犯則調査従事
（調査員100名体制）

 【民間団体との共同の取組み 】 【関係機関等の共同の取組み 】

庁内連絡会議
(8部局庁24課)

県不正軽油防止対
策協議会

(千葉県外9団体)

適正な課税の実施

公共建設工事現場での不
正軽油排除の取組み

不正軽油排除のための周
知・広報の取組み

硫酸販売者，運搬者への
指導の取組み

市町村消防との連携した
取組み

関係各課の先行した取組
み等

不正軽油製造所の共同取締
りの実施

公共建設工事現場の共同採
油調査

県税事務所，産業廃棄物課，県
民センター，市町村消防本部等
との共同調査

【関係機関等と共同した実行力のある取組み】

県税事務所，大気保全課，工
事発注事務所による抜き打ち
採油調査

ＮＯ！不正軽油宣言千葉 等の
取組み

【不買・不使用の取組み】

平成１６年９月，不正軽油の対策のため，県庁内８部局庁２４課が協力して，「庁内連絡会議」 

 



を設置し，各種対策に取り組む一方，民間団体と協力して設置した「県不正軽油防止対策協議会」

を中心として，「ＮＯ！不正軽油宣言 千葉」の運動に取り組んだ。 

この結果，不正軽油製造所の減少及び硫酸ピッチの不法投棄の減少（図３参照），不正軽油の使用車輌

の減少（図４参照）といった数値に表れる取り組み効果が明らかとなった。 

図３ 硫酸ピッチの不法投棄件数と不正軽油製造施設の撤去数 
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図４ 全国一斉路上調査における不正軽油の発見率の推移 
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４ 不正軽油撲滅のために（図５参照） 

不正軽油撲滅のため，庁内連絡会議は県市町村の各機関に，下図の取り組みへの協力を呼びかける。 

図５ 

５ 庁内連絡会議の役割とさらなる対策の必要性 

庁内連絡会議は，直接実践的な対策が検討・実施され，本報告に掲げる成果を得ることができた。 

不正軽油の根絶には，まだ多くの時間と取り組みを要するため，監視指導の手を緩めることはで

きない。 

関係する各課が共同して事案に対応することの意義は大きいものがあることから，今後も情報を

共有し，引き続き連絡組織を設置し情報交換や相互協力を行い，更なる対策を講ずることが重要で

ある。 

 


